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	受付
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結果通知







6月末日までに通知します。






受付

審査

補助金交付決定通知


	変更・中止届の受理・審査	


中止承認　　　変更承認


着手届の受理



交付決定金額に変更が生じる場合は、変更届が必要です。




　　　　内容の確認





現地確認
（仕上材により隠蔽
される部分）
写真による報告に代える場合があります。









受付

審査


補助金交付確定通知


受付

審査

補助金の支払い


	
申込書の提出

	

見積書作成の依頼
		
　補助金交付申請書の作成




補助金交付申請書の提出


補助金交付
決定通知書の受理


変更・中止届　　　　契約書が必要です。


　　　　　契約
（変更）


耐震改修着手届の提出




（中間報告）耐震改修計画完了報告書の作成



計画完了報告書の提出













（完了報告）耐震改修工事完了報告書の作成




完了報告書の提出



補助金交付
確定通知書の受理


補助金交付請求書の提出



補助金の受理
	




見積書の作成

耐震診断がお済みでない場合は、補助金交付申請書の作成までに実施していただく必要があります。




補助金交付申請書は、7月末日までに提出してください。



補助金交付決定通知後、速やかに契約し、着手してください。






契約



耐震改修計画着手


　　耐震改修計画完了






[bookmark: _GoBack]
　　耐震改修工事着手


現地確認の連絡
（筋交い等の工程が完
了した時点）


耐震改修工事完了






完了報告書は工事完了後20日以内に提出してください。ただし、2月第3週の金曜日が締め切りです。









問い合わせ先
〒634-0002　　橿原市東竹田町１丁目１番
建築安全推進課（リサイクル館かしはら内）
TEL：0744-47-3517


